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９
月
10
日
㊏
〜
16
日
㊎
は

「
自
殺
予
防
週
間
」

県
で
は
毎
年
９
月
を「
群
馬
県

自
殺
予
防
月
間
」と
し
て
お
り
、９

月
10
日
㊏
〜
16
日
㊎
は「
自
殺
予

防
週
間
」と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

ま
す
。自
殺
や
心
の
病
に
つ
い
て
、

誤
解
や
偏
見
を
な
く
し
、正
し
い

知
識
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

自
殺
は
、健
康
問
題
、経
済
・
生

活
問
題
、家
庭
問
題
な
ど
、複
数
の

要
因
が
連
鎖
し
て
、心
理
的
に
追

い
込
ま
れ
た
状
態
か
ら
起
こ
る
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。誰
で
も
自
殺

に
追
い
込
ま
れ
て
し
ま
う
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。悩
み
や
不
安
を
抱

え
て
困
っ
て
い
る
と
き
は
、誰
か

に
相
談
を
し
ま
し
ょ
う
。

♯
い
の
ち
Ｓ
Ｏ
Ｓ

☎
０
１
２
０
・
０
６
１
・
３
３
８

よ
り
そ
い
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

☎
０
１
２
０
・
２
７
９
・
３
３
８

い
の
ち
の
電
話

☎
０
１
２
０
・
７
８
３
・
５
５
６

こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
統
一
ダ
イ
ヤ

ル
電
話

☎
０
５
７
０
・
０
６
４
・
５
５
６

高
齢
者
ス
マ
ホ
教
室
の
お
知
ら
せ

10
月
18
日
㊋

▼
午
前
の
部「
ア
プ
リ
を
楽
し
も

う
」午
前
10
時
〜
11
時

▼
午
後
の
部「
カ
メ
ラ
を
使
お
う
」

午
後
１
時
30
分
〜
２
時
30
分

※
講
座
内
容
を
変
更
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

町
内
在
住
の
65
歳
以
上
の
人

※
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
持
っ
て
い

な
い
人
も
参
加
で
き
ま
す
。

各
10
人（
先
着
順
）

無
料

町
地
域
福
祉
交
流
施
設（
よ
し

お
か
Ｒ
Ｏ
Ｂ
Ａ
Ｒ
Ｏ
Ｂ
Ａ
）

９
月
７
日
㊌
〜
21
日
㊌
に
、電

話
で
申
し
込
み
を
し
て
く
だ
さ

い
。

　
　

介
護
福
祉
課
介
護
高
齢
室

☎
26
・
２
２
４
７（
直
通
）

親
子
タ
ブ
レ
ッ
ト
講
習
会

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集

小
学
１
年
生
の
親
子（
14
組
）を

対
象
に
、学
校
で
使
用
し
て
い
る

タ
ブ
レ
ッ
ト
の
使
い
方
を
学
ぶ

「
親
子
タ
ブ
レ
ッ
ト
講
習
会
」が
開

催
さ
れ
ま
す
。そ
こ
で
、講
師
の
補

助
と
し
て
受
講
者
の
サ
ポ
ー
ト
を

す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
ま

す
。Ｉ
Ｃ
Ｔ
に
興
味
の
あ
る
人
は

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

９
月
25
日
㊐

午
前
９
時
〜
10
時

町
文
化
セ
ン
タ
ー
視
聴
覚
室

高
校
生
以
上

若
干
名

９
月
18
日
㊐
ま
で
に
電
話
ま
た

は
窓
口
で
申
し
込
み
を
し
て
く
だ

さ
い
。申
し
込
み
を
す
る
際
に
は
、

氏
名
、年
齢
、住
所
、電
話
番
号
を

お
伝
え
く
だ
さ
い
。

　
　

教
育
委
員
会
事
務
局
生
涯

学
習
室

☎
54
・
１
０
５
４（
直
通
）

放
送
大
学
入
学
生
募
集

放
送
大
学
で
は
10
月
入
学
生
を

募
集
し
て
い
ま
す
。10
代
〜
90
代

の
幅
広
い
世
代
の
学
生
が
約
９
万

人
在
籍
し
て
い
ま
す
。大
学
を
卒

業
し
た
い
、学
び
を
楽
し
み
た
い

な
ど
目
的
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。テ

レ
ビ
で
授
業
を
行
っ
て
い
る
だ
け

で
な
く
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
好

き
な
時
に
受
講
す
る
こ
と
も
可
能

で
す
。心
理
学
・
福
祉
・
経
済
・
歴

史
・
文
学
・
情
報
・
自
然
科
学
な
ど
、

約
３
０
０
の
幅
広
い
授
業
科
目
が

あ
り
、１
科
目
か
ら
学
ぶ
こ
と
が

で
き
ま
す
。卒
業
す
れ
ば
、学
士
を

取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

全
国
に
学
習
セ
ン
タ
ー
・
サ
テ

ラ
イ
ト
ス
ペ
ー
ス（
ミ
ニ
キ
ャ
ン

パ
ス
）が
設
置
さ
れ
て
お
り
、サ
ー

ク
ル
活
動
な
ど
の
学
生
の
交
流
も

行
わ
れ
て
い
ま
す
。

※
無
料
で
資
料
を
送
付
い
た
し
ま

す
。お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

▼
出
願
期
限

９
月
13
日
㊋
必
着

▼
問
い
合
わ
せ
先

放
送
大
学
群
馬
学
習
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
７
・
２
３
０
・
１
０
８
５

令

和

４

年

度

高
齢
者
活
躍
人
材
確
保
育
成
事
業

「
庭
木
剪せ

ん
て
い定
講
習
」

高
齢
者
活
躍
人
材
確
保
育
成
事

業
は
、シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

で
の
就
業
を
希
望
す
る
未
入
会
の

高
齢
者
や
職
業
転
換
な
ど
を
希
望

す
る
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
会

員
を
対
象
に
、新
た
な
分
野
で
活

躍
す
る
こ
と
に
興
味
・
自
信
を
持

つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、技
能
講

習
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。庭
木

剪
定
講
習
で
は
、事
業
所
や
公
園
、

個
人
宅
の
樹
木
お
よ
び
緑
地
の
手

入
れ
管
理
に
必
要
と
な
る
剪
定
技

術
の
基
礎
的
知
識
・
技
能
を
習
得

し
ま
す
。

10
月
３
日
㊊
・
４
日
㊋
の
２
日

間
60
歳
以
上
で
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
入
会
希
望
者
お
よ
び
職
業

転
換
や
就
業
を
希
望
す
る
シ
ル

バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
会
員

町
文
化
セ
ン
タ
ー

20
人

無
料

９
月
15
日
㊍
ま
で
に
電
話
、郵

送
、Ｆ
Ａ
Ｘ
で「
希
望
講
習
名（
会

場
名
）、氏
名（
ふ
り
が
な
）、生
年

月
日
、性
別
、住
所
、電
話
番
号
」を

県
長
寿
社
会
づ
く
り
財
団
へ
送
付

　
　

〒
３
７
１
・
８
５
１
７

前
橋
市
新
前
橋
町
13
番
地
12

県
長
寿
社
会
づ
く
り
財
団
シ
ル

バ
ー
連
合
事
業
グ
ル
ー
プ
育
成
事

業
係

☎
０
２
７
・
２
５
５
・
６
４
０
０

０
２
７
・
２
５
５
・
６
１
６
６

問
申

期

期

場 対

対

定

定

費

時

申

申

問

問
期対定費場申申

場
問
申
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建
退
共
制
度
に
つ
い
て

建
退
共
制
度
は
、中
小
企
業
退

職
金
共
済
法
に
基
づ
き
建
設
現
場

労
働
者
の
福
祉
の
増
進
と
建
設
業

を
営
む
中
小
企
業
の
振
興
を
目
的

と
し
て
設
立
さ
れ
た
退
職
金
制
度

で
す
。こ
の
制
度
は
事
業
主
が
労

働
者
の
働
い
た
日
数
に
応
じ
て
掛

金
と
な
る
共
済
証
紙
を
共
済
手
帳

に
貼
り
、そ
の
労
働
者
が
建
設
業

界
で
働
く
こ
と
を
や
め
た
と
き
に

建
退
共
か
ら
退
職
金
を
支
払
う
も

の
で
す
。

屋
外
広
告
物
の
表
示
に
つ
い
て

屋
外
広
告
物
と
は
、屋
外
で
常

時
ま
た
は
一
定
の
期
間
継
続
し
て

公
衆
に
対
し
て
表
示
さ
れ
る
広
告

塔
、広
告
板
や
張
り
紙
、張
り
札
な

「
は
か
り
」
の
定
期
検
査

取
引
や
証
明
に
使
用
し
て
い
る

「
は
か
り
」は
、２
年
に
一
度
の
定

期
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
計
量
法

で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

▼
日
時

10
月
６
日
㊍
午
前
10
時
〜
午
後
３
時

10
月
７
日
㊎
午
前
10
時
〜
正
午

▼
場
所

役
場
北
駐
車
場
車
庫

第
26
回「
群
馬
銀
行
環
境
財
団
賞
」募
集

募
集
テ
ー
マ

●
身
近
な
自
然
環
境
や
生
態
系
な

ど
の
保
全
と
活
用
に
向
け
た
実

践
活
動
、研
究
、提
案
な
ど

●
持
続
可
能
な
社
会
づ
く
り（
省

エ
ネ
・
５
Ｒ
な
ど
）に
向
け
た
身

近
な
実
践
活
動
、提
案
な
ど

応
募
資
格

県
内
の
営
利
を
目
的
と
す
る
事
業

広告物の種類（イメージ） アドバルーン

壁面広告物

屋上
広告

広

告

幕
広
告
塔

広告板

アーチ

電柱利用広告
自動車の車体利用広告

◯　◯　会　社

◯　◯　会　社
壁　面　広　告

はり紙

突
出
看
板

は
り
札

突
出

巻
付
け

広
告
旗

立
看
板

県
営
住
宅
10
月
定
期
募
集

▼
入
居
資
格

現
在
住
宅
に
困
っ

て
い
る
人

※
世
帯
収
入
に
よ
る
制
限
あ
り

※
連
帯
保
証
人
不
要
、単
身
で
の

申
し
込
み
可
能

▼
申
込
用
紙
・
募
集
案
内

県
住
宅
供
給
公
社（
前
橋
市
紅
雲

町
）、県
民
セ
ン
タ
ー（
群
馬
県
庁

２
階
）、県
土
木
事
務
所
、県
保
健

福
祉
事
務
所
、町
役
場
な
ど

▼
申
込
期
間

10
月
１
日
㊏
〜
15

日
㊏

※
入
居
者
は
公
開
抽
選
で
選
定
し

ま
す
。

※
随
時
申
し
込
み
を
受
け
付
け
て

い
る
団
地
も
あ
り
ま
す
。詳
し
く

は
募
集
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

県
住
宅
供
給
公
社

☎
０
２
７
・
２
２
３
・
５
８
１
１

０
２
７
・
２
２
３
・
９
８
０
８

▼
検
査
対
象（
例
）

●
商
店
・
工
場
な
ど
で
取
引
に
使

用
す
る
は
か
り

●
学
校
・
幼
稚
園
・
保
育
園
・
病
院

な
ど
で
健
康
診
断
に
使
用
す
る

体
重
計

●
病
院
・
薬
局
・
診
療
所
な
ど
で
調

剤
に
使
用
す
る
は
か
り

●
観
光
農
園
・
農
産
物
直
売
所
な

ど
で
販
売
に
使
用
す
る
は
か
り

●
貴
金
属
・
衣
類
な
ど
の
買
取
り

に
使
用
す
る
は
か
り

●
そ
の
他
取
引
・
証
明
に
使
用
す

る
は
か
り

▼
問
い
合
わ
せ
先

定
期
検
査
・
は
か
り
に
つ
い
て

群
馬
県
計
量
検
定
所

☎
０
２
７
・
２
６
３
・
２
４
３
６

定
期
検
査
の
会
場
に
つ
い
て

産
業
観
光
課
産
業
振
興
室

☎
26
・
２
２
８
０（
直
通
）

活
動
を
行
わ
な
い
法
人
や
団
体

（
学
校
を
除
く
）な
ら
び
に
個
人

表
彰
内
容

表
彰
式
を
開
催
し
、助
成
金
１
先

20
万
円（
10
先
以
内
）を
贈
呈

応
募
方
法

応
募
用
紙
に
記
入
し
、郵
送
に
て

提
出
し
て
下
さ
い
。応
募
用
紙
は
、

群
馬
銀
行
環
境
財
団
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
か
、

電
話
で
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

応
募
締
切

11
月
30
日
㊌

公
益
社
団
法
人
群
馬
銀
行
環

境
財
団
事
務
局

〒
３
７
１
・
０
８
４
６

前
橋
市
元
総
社
町
１
７
１
・
１

☎
０
２
７
・
２
５
５
・
６
１
６
０

特
徴

●
国
の
制
度
な
の
で
安
心
で
す
。

●
経
営
事
項
審
査
で
加
点
評
価
の

対
象
と
な
り
ま
す
。

●
掛
金
の
一
部
を
国
が
負
担
し
ま

す
。

●
掛
金
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利

用
し
た
電
子
申
請
で
の
納
付
も

可
能
で
す
。

●
事
業
主
が
変
わ
っ
て
も
退
職
金

は
企
業
間
を
通
算
し
て
計
算
さ

れ
ま
す
。

加
入
で
き
る
事
業
主

建
設
業
を

営
む
人

対
象
と
な
る
労
働
者

建
設
業
の

現
場
で
働
く
人

掛
金

日
額
３
２
０
円

建
設
業
退
職
金
共
済
事
業
群
馬

県
支
部

☎
０
２
７
・
２
５
２・
１
６
６
６

０
２
７
・
２
５
２・
１
９
９
３

ど
の
こ
と
で
す
。

県
で
は
、屋
外
広
告
物
条
例
を

制
定
し
、「
禁
止
物
件
」や「
禁
止
地

域
」、「
禁
止
広
告
物
」な
ど
の
、屋

外
広
告
物
の
ル
ー
ル
を
定
め
て
い

ま
す
。ま
た
、屋
外
広
告
物
の
表
示

が
許
可
さ
れ
る
地
域
の
許
可
基
準

も
定
め
て
い
ま
す
。

屋
外
広
告
物
の
許
可
申
請
や
、

許
可
が
必
要
か
ど
う
か
不
明
な
場

合
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

渋
川
土
木
事
務
所
施
設
管
理
係

☎
22
・
４
０
５
５

問

▲建退共本部
ホームページ
はこちら

問

問

問




